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『
淮
南
萬
畢

』
解
析
試
論

有

馬

卓

也

は
じ
め
に

そ
も
そ
も
治
療
と
は
、
發
症
し
た
症

が
あ
っ
て
、
そ
の
病
因

を
究

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
現
代
も
古
代
も
大
差
あ

る
ま
い
。
し
か
し
、
古
代
中
國
の
場
合
、

き
止
め
ら
れ
た
病
因

が
鬼
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
鳥
の

を
し
て
い
る
と
す
る

こ
と
が
あ
る
。
も
と
も
と
鳥
が
病
氣
に
止
ま
ら
ず
廣
く
厄
災
を
も

た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
經
書
な
ど
に
も
廣
く
見

ら
れ
、
た
と
え
ば
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
三
十
年
に
は
夭
鳥
が
災

と
結
び
附
け
ら
れ�１
）、
ま
た
『

禮
』
に
は
夭
鳥
を
射

す
役
職

の
庭
氏�２
）や
夭
鳥
の
巢
を
除
去
す
る
役
職
の
折
石
てき
族ぞく
氏�３
）の
記

が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
厄
災
の
原
因
と
し
て
の
鳥
に
つ
い
て
は
、
山
田
慶
兒

氏
が
『
夜
鳴
く
鳥�４
）』
の
中
で

に
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

本
稿
は
治
療
の

長
に
あ
る
呪

系
の
豫
防
醫
療
に
つ
い
て
論

じ
る
。
も
し
病
因
が
鳥
の

を
し
た
鬼
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
病
氣

の
豫
防
は
鳥
を

い
拂
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
豫

防
醫
療
は
や
が
て
醫
書
か
ら

を

し
、

時
記
な
ど
に
置
き
換

え
ら
れ
て
い
く
。
も
と
も
と
、
よ
り
效
果
の
高
い
新
し
い
治
療
が

出
て
き
た
時
、
效
果
の

い
古
い
治
療
は
淘
汰
さ
れ
て
い
く

命

に
あ
る
が
、
呪

系
の
豫
防
治
療
な
ど
は

な
ど
の
年
中
行
事
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と
し
て
生
き

っ
て
い
く
。
換
言
す
れ
ば
、
呪

系
治
療
は
醫
學

系
の
そ
れ
に
淘
汰
さ
れ
て
い
く
が
、
豫
防
法
と
し
て
は
禁
忌
な
ど

と
い
う
形
で
そ
の
命
脈
を
保
ち
續
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一

例
を

げ
て
お
こ
う
。

世
俗
の
言
に
曰
く
「
…
…

を
枕
に
し
て
臥
す
る

は
、

鬼
神

其
の
首
を
蹠ふ
む
」
と
。（『
淮
南
子
』
氾
論
訓
）

『
風
俗

』
に
曰
く
「
俗

に
「
臥
す
る
に

の
砌
に
枕
す

れ
ば
、
鬼
、
其
の
頭
に

り
、
人
を
し
て
癲
を
病
ま
し
む
」

と
」
と
。（『
太
平
御

』

七
三
九
・
疾
病
部
・
癲
）

こ
れ
は
當
時
の
禁
忌
を
傳
え
る

だ
が
、『
淮
南
子
』
の
「
鬼

神
が
其
の
首
を
蹠
む
」
だ
け
で
は
、
禁
忌
を

し
た
場
合
に
ど
う

な
る
の
か

然
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
同
じ

旨
の

が
『
風
俗

義
』
に
は

後
に
「
人
を
し
て
癲
を
病
ま
し
む
」
と
あ
り
、
こ

の
「

の

居
を
枕
に
し
て

る
な
」
と
い
う
禁
忌
が
「
癲
」
豫

防
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
禁
忌
は
そ

れ
を

し
た
場
合
に
ど
う
な
る
の
か
を
直
接

に

示
す
る
例
は

さ
ほ
ど
多
く
な
い
。『
淮
南
萬
畢
�５
）（

以
下
『
萬
畢
』
と
略
記
）』

や
『
淮
南
子
』

林
訓
の
よ
う
に
、
短
言
レ
ベ
ル
で

々
な
事

が
語
ら
れ
る
場
合
、
上
記
し
た
よ
う
な
症

・
病
因
の
提
示
が
一

切
省
略
さ
れ
、

に
治
療
法
や
豫
防
法
の
み
が
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
く
、
や
や
も
す
れ
ば
短
言
の
眞
の

味
を
看

し
て
し
ま
う
。

本
稿
の
目

は
『
萬
畢
』
に
存
す
る

々
な
處
方
の
う
ち
、
豫

防
醫
療
の

長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
見
極
め
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
病
氣
の
當
時
に
お
け
る
症

・
病
因
・

治
療
の
一
般

識
を
理
解
し
て
お
く
必

が
あ
る
。
さ
ら
に
、

病
氣
の
絞
り

み
を
行
う
必

が
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は

「
驚
」
と
い
う
症

を
手
掛
か
り
に
論
を

め
る
こ
と
と
す
る
。

症

と
し
て
の
「
驚
」
は
、
後
に
は
「
驚
風
」「
驚

」「
驚
癇
」

「
驚
啼
」「
卒
驚
」
な
ど
と
細
分

さ
れ
て
表
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
小
兒
科
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
症

の
一
つ
で
、
現
代

に

言
え
ば
脳
の
慢
性
疾
患
で
あ
る
癲
癇
に
見
ら
れ
る
「
痙
攣
」「
硬

直
」「

識
の

失
」「
感

の
變

」
等
の
症

の
總

と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
驚
」
と
い
う
症

は
他
の
多
く
の
病

氣
に
共

す
る
症

で
も
あ
る
。
さ
ら
に
本
稿
は

期
の
『
萬

畢
』
の
豫
防
の
用
例
を

た
る
對

と
し
て
お
り
、
當
時
は
そ
の

症

に
比
定
さ
れ
る
病
氣
も
後
世
ほ
ど
細
分

さ
れ
て
い
な
い
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況
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
魏
晉
期
か
ら
隋

期
ま

で
の
時
點
で
「
驚
」
と
似
た
よ
う
な
症

を
持
つ
「
癲
癇
」「
風

癇
」「
驚
癇
」「
癲
狂
」「

辜
」「

病
」「
支

」「
客

」
な
ど
と

呼
ば
れ
て
い
た
病
氣
、
さ
ら
に
「
驚
啼
」「
夜
啼
」「

啼
」
な
ど

の
グ
ル
ー
プ
も
考
察
の
對

に
含
め
た
。

以
下
、
第
一

で
は
「
驚
」
の
症

と
病
因�６
）を

、
第
二

で
は

「
驚
」
の
治
療
を
紹
介
す
る
。
兩

で
は
、『
五
十
二
病
方�７
）』

に
加

え
て
、
や
や
時
代
は
降
る
が
、
こ
れ
と
同
質
の
も
の
を
收
め
る
隋

期
の
醫
書
な
ど
を
、
特
に
平
安
時
代
に

原
佐
世
に
よ
っ
て

集
さ
れ
た
『
醫
心
方�８
）』
の

二
五
（
小
兒
科
）

收
の
も
の
を

料
と
し
て
使
用
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
『
醫
心
方
』
を

料
と
し

て
用
い
る
の
は
、『
萬
畢
』
の
集
本
を
製
作
し
た
葉
德
輝
も
本
書

に

目
し
て
い
た
よ
う
に
、『
萬
畢
』
か
ら
の
直
接
引
用
も
あ
る

以
外
に
、『
萬
畢
』
と
極
め
て

似
し
た

容
の

書
か
ら
の
引

用�９
）が

『
醫
心
方
』
に
は
見
ら
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い�10
）。

そ
し
て

第
三

で
「
驚
」
の
豫
防
に
つ
い
て
『
萬
畢
』
を
中
心
に
考
え
て

い
く
。
そ
し
て
、
筆

が
拙
稿
「『
淮
南
萬
畢

』

究
序
�11
）」

に
お
い
て
少
し
く
言

し
た

の

證
を
行
い
た
い
。

一

「
驚
」
の
症

と
病
因

本

で
は
、「
驚
」
と
い
う
症

を
も
た
ら
す
病
氣
と
そ
の
病

因
に
つ
い
て
、

時
代
の
一
般

な
見
方
を
整
理
し
て
お
き
た

い
。
た
だ
し
、
そ
の
用
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。『
萬
畢
』
の

（
八
〇
）
に
「
驚
」
の
字
が

め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
三

の
豫

防
で
言

す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
『
五
十
二
病
方
』
の

「
嬰
兒
病

方
」「
嬰
兒

」、

び
『
醫
心
方
』

二
五
に
見
え

る
用
例
を
い
く
つ
か
示
し
て
お
く
。

嬰
兒
病

方
。
…
…

と
は
、
身
熱
く
し
て
數
し
ば
驚
し
、

頸
脊
こわ
ば
り
て
復はら
大
な
り
。（『
五
十
二
病
方
』
嬰
兒
病

方
）

嬰
兒

。
嬰
兒

は
、
目
角糸
耶
然
と
し
て
脅むね
痛
み
、
息

然
と
し
て
矢

せ
ず
し
て
靑
し
。（『
五
十
二
病
方
』
嬰
兒

）

『
病
源
論
』
に
云
ふ
、
癇
は
小
兒
の
病
な
り
。
十

已
上
を

癲
と
爲
し
、
十

已
下
を
癇
と
爲
す
。
其
の
發
す
る
の

、

或
は
口
眼
相
引
き
て
目
睛
上
に

れ
、
或
は
手
足
掣

し
、

或
は
背
脊

直
し
、
或
は
頸
項
反
折
す�12
）。（『

醫
心
方
』

二

五
・
治
小
兒
癇
病
方
第
八
九
）

三

呪

系
豫
防
醫
療
の
一
端



東方宗敎（日本衜敎學會）130號 2017年

紙
幅
の

合
に
よ
り
多
く
を
示
せ
な
い
が
、『
五
十
二
病
方
』

の
「

（
癇
）」
の
「
驚
」「
頸
脊
こわ
ば
る
」、「ひきつけ」
の
「
目
角糸
耶

然
（
白
目
を
む
く
）」「
脅むね
痛
み
」「
息

然
（
喘
ぐ
）」、『

病

源
候
論
』
の
「
口
眼
相
引
き
」「
目
睛
上
に

れ
」「
手
足
掣

」

「
背
脊

直
」
と
い
っ
た

ね
共

す
る
症

が

め
ら
れ
る
。

に
病
因
に
關
す
る
記

を
見
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
『
醫
心

方
』

收
の
も
の
で
あ
る
。

（『
產
經�13
）』）
母

疾
あ
る
に
行
ふ
に

を
以
て
す
れ
ば
、
兒
を

し
て
癲
狂
を
病
ま
し
む
。（『
醫
心
方
』

二
五
・
小
兒

與

方
第
七
）

『
病
源
論
』
に
云
ふ
「
…
…
其
の
發
す
る
の
源
は
、
皆
三
種

に
因
る
。
三
種
は
、
風
癇
・
驚
癇
・

癇
、
是
れ
な
り
。
風

癇
は
、
衣
厚
き
に
因
り
て
汗
出
で
て
風
入
り
之
を
爲
す
。
驚

癇
は
、
驚
怖
に
因
り
て
大
啼
し
乃
ち
發
す
。

癇
は

哺
の

な
ら
ざ
る
に
因
り
て

る

な
り
。
然
る
に
小
兒
の
氣
血

は
微

な
れ
ば
、
傷
動
を
爲
し
易
し
。
此
の
三
種
に
因
り
て

變
じ
て

癇
を
作
す
。（『
醫
心
方
』

二
五
・
治
小
兒
癇
病
方

第
八
九
）

『
病
源
論
』
に
云
ふ
「
小
兒
に
支

病�14
）あ

る

以
は
、

人

娠
す
る
に
、

神
の
其
の
腹
中
の
胎
に
よ
り
、
妬
嫉
す
る
が

如
く
し
て
小
兒
を
制
伏
す
る
こ
と
あ
り
て
、
病
ま
し
む
る
な

り
。

娠
せ
し

は
必
ず
し
も
悉
く
支

を
制
す
る
あ
た
は
ず
。

人
時
に
此
あ
る
の
み
。
支

の
疾
た
る
は
、
微
微
と
し
て
下
る

を
喜
ぶ
。

熱
に
去
來
あ
り
て
、
毫
も
毛
髪

と
し
て

ば
ざ
る
は
、
是
れ
其
の
證
な
り
」
と
。（『
醫
心
方
』

二

五
・
治
小
兒
支

病
方
第
九
〇
）

一
番
目
の
『
產
經
』
は
母
の
疾
に
關
し
て
細
か
な

が
な
い

の
で

言
は
で
き
な
い
が
、『

病
源
候
論
』
の
一
番
目
と
と
も

に
經

醫
學
に
基
づ
く
記

で
あ
ろ
う
。

目
す
べ
き
は
三
番
目

の
例
で
あ
る
。
病
因
と
し
て
の
鬼
（

神
）
は
、

娠
中
に
も
胎

兒
に
影

を
與
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
が
ベ
ー

ス
と
な
っ
て

へ
の
禁
忌
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
「
客

」
に
は

の
よ
う
に
あ
る
。

『
病
源
論
』
に
云
ふ
「
小
兒
の
客

は
、
是
れ
小
兒
の
神
氣

に
し
て
、
忽
ち
非
常
の
物
あ
れ
ば
、
或
は
是
れ
未
だ
識

見
を
經
ざ
る
の
人
の
之
に

る
れ
ば
、
鬼
と
神
氣
相

ひ
て

四
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病
を
發
す
。
之
を
客

と
謂
ふ
な
り
。
…
…
」
と
。（『
醫
心

方
』

二
五
・
治
小
兒
客

方
第
九
一
）

『
千
金
方
』
に
云
ふ
「
少
小
に
客

の
病
あ
る

以
の

は
、

是
れ
外
の
人
來
れ
ば
、
氣
息
の
之
に

ふ
。
一
名
は
中
人
。

是
れ
客

と
爲
す
な
り
。
是
の
家
人
或
は

を
別
に
し

を

異
に
す
と
雖
も
、
是
れ

人
父
母
或
は
外
よ
り

る
と
雖
も
、

衣

或
は
履
を
經
て
、
鬼
神

の
暴
氣
、
牛
馬
の
氣
、
皆

を
爲
す
な
り
」
と�15
）。（『

醫
心
方
』

二
五
・
治
小
兒
客

方

第
九
一
）

こ
こ
に
示
し
た
用
例
に
お
い
て
も
、「
鬼
」「
鬼
神

の
暴

氣
」
と
い
っ
た
語
が
見
え
、
こ
う
い
っ
た
鬼
が
癲
癇
の
症

を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
贅
言
す
れ
ば
、
病

因
の
眞
相
解

が
で
き
て
い
な
い
が
故
の
、
解
釋

置
と
し
て
の

鬼
の
記

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
解
釋

置
と
し
て

の
鬼
は
、
醫
療
技

が

み
病
因
の
眞
相
が

ら
か
に
さ
れ
る
時

代
が
到
來
す
る
ま
で
、
當
然
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

二

「
驚
」
の
治
療

醫
學
系
治
療
が
中
心
の
武
威

に
は
「
驚
」
の
呪

系
治
療

法
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
五
十
二
病
方
』
で
は
「
嬰
兒
病

方
」「
嬰
兒

」「
顚
疾
」「
支

」
の
四
つ
が
、
本
稿
で
取
り
上

げ
る
病

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
呪

系
治
療
が
數
例

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

嬰
兒
病

方
。

尿
三
果
を
取
り
、
冶
き
て
、

の
煎
じ
た

る
膏
を
以
て
之
に
和
す
。
小
嬰
兒
は
水
﹇

﹈
斗
を
以
て
し
、

大
な
る

は
一
斗
を
以
て
す
。
三
分
せ
し
﹇
和
の
﹈
一
分
を

取
り
て
水
中
に
置
き
、
撓
ぜ
て
以
て
之
を
浴
ぶ
。
之
を
浴
ぶ

る
に
頭
上
よ
り
始
め
、
下
り
て
身
を
盡
く
す
。
四
支
は
濡
ら

す

れ
。﹇
一
日
に
﹈
一
た
び
浴
ぶ
れ
ば
、
三
日
に
し
て
已

ゆ
。
已
に
﹇
浴
ぶ
れ
ば
、

ち
﹈﹇
其
の
﹈
水
を

中
に
棄

つ
。（『
五
十
二
病
方
』
嬰
兒
病

方
）

嬰
兒

。
…
…
屋
の
榮
な
る
蔡
を
﹇
取
り
て
﹈、
薪
も
て
之

を
﹇

き
て
﹈
■

焉
。
湮しず
ま
せ

む
こ
と
三
た
び
の
渾にごりを

﹇
爲
し
﹈、

る
に
否
を
以
て
す
。
因
り
て

に
唾
し
て
、
之

五
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を

し
て
曰
く
「
噴
く

は
、
はげ
し
く
噴
く
。
上
■
木

星
の

如
く
、
下
は

血
の
如
く
、
若
を
門
の
左
に
取
り
、
若
を
門

の
右
に
斬
ら
ん
。
爲も
し
若
已
め
ざ
れ
ば
、
若
を
市
に
磔

に

せ
ん
」
と
。
因
り
て

を
以
て

く
嬰
兒
の

の

を
な
で

て
、
之
を
否
水
中
に
洒
ぐ
。
之
を
候
う
に
、
血
の
蠅
羽
の
如

き

あ
ら
ば
、
之
を
垣
に
棄
つ
。
更
に
水
を
取
り
、
復

に
唾
し
て
、
以
て
な
づ
る
こ
と

の
如
し
。
徽しるしな
け
れ
ば
、

數
し
ば
之
を
復
す
。
徽しるし盡
く
れ
ば
止
む
。
令よろ
し
。（『
五
十
二

病
方
』
嬰
兒

）

顚
疾
。
先
に
白

・
犬
矢
を
侍そろ
ふ
。
發おこ
れ
ば

ち
刀
を
以
て

其
の
頭
を
さ
き
、﹇
顚
よ
り
﹈
項
に
到
る
。

ち
犬
矢
を
以

て
之
を
■
。
而
し
て
雞
の
■
を
中
よ
り

き
て
、
其
の
犬
矢

を
以
て

ら
す

の

を
おお
ふ
。
三
日
に
し
て
已
ゆ
。
已
ゆ

れ
ば

ち

ふ
﹇

の
﹈
雞
を
孰に
て
、
之
を

ふ
。
■
已
ゆ
。

（『
五
十
二
病
方
』
顚
疾
）

﹇
支

﹈。
禹

す
る
こ
と
三
た
び
、
桃
の
東
の
枳えだ
を
取
り
、
中

よ
り
別
ち
、
■
の

を
爲
り
、
而
し
て
門
の

の
上
に
笄
す

る
こ
と
各
お
の
﹇
一
﹈。（『
五
十
二
病
方
』
支

）

「
唾
」「
噴
」「
禹

」
と
い
っ
た
呪

系
治
療�16
）の

ほ
か
、「

尿�17
）」「
犬
矢
」
な
ど
を
材
料
と
し
た
藥

、「
浴
び
る
」「
な
で
る
」

な
ど
の
處
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
治
療
の
解
析
を
目

と
し
て
い
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
用
例
の
列

に
止
め
て
お
く
。

に
『
醫
心
方
』
の

二
五
の
治
療
の
記

を
見
て
み
よ
う
。

伏

（『
千
金
方
』）、
母
の
衣
帶
の

（『
病
源
論
』）、
麝
香
・
熱

き
馬
矢
・
衣
中
の
白
魚
（
以
上
『
小
品
方
』）、
干
し
し
牛
矢
（『
玄

惑
方
』）
な
ど
、

々
な
藥
材
を
用
い
た
數
多
く
の
處
方
が
見
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

呪

系
治
療
の
中
か
ら
興
味
深
い
も
の
を
二
つ
ほ
ど
紹
介
し
よ
う
。

『
蘇
敬
本
草
』

に
云
ふ
「
白
馬
の
眼
は
小
兒
の
支

を
療
す
。

母

之
を
帶
ぶ
」
と
。（『
醫
心
方
』

二
五
・
治
小
兒
支

病
方

第
九
〇
）

『
極

方
』。
蚯
蚓
矢
・

中

土
も
て
、
等
分
し
て
散
と
爲

し
、
水
も
て
和
し
て
兒
の
頭
上

び
手
心
に
塗
る
。（『
醫
心

方
』

二
五
・
治
小
兒
客

方
第
九
一
）

・
蘇
敬
の
『
新
修
本
草
』
の
白
馬
の
眼
は
『
備

千
金

方
』
や
『

濟
方
』
等
に
お
い
て
も
癲
癇
の
藥
と
し
て
見
え
る
。
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母
親
が
身
に
つ
け
る
と
あ
る
の
で
、
或
い
は

娠
中
の
お
守
り
の

可
能
性
も
あ
る
。『
極

方
（
佚
書
、
未
詳
）』
の
蚯
蚓
矢
・

中

土
は
、
い
ず
れ
も
『
五
十
二
病
方
』
の
段
階
で
藥

と
し
て
用

い
ら
れ
る
（
た
だ
し
對

と
す
る
病
氣
は
異
な
る
）。

以
下
は
「
驚
」
と
深
く
關
わ
る
「
啼
」
の
例
で
あ
る
。

『
龍
門
方
』。
鏡
を
取
り
て
床
脚
に
繫
げ
ば

ち
止
む
。（『
醫

心
方
』

二
五
・
治
小
兒
夜
啼
方
第
九
二
）

（『
龍
門
方
』）
方
。
臍
の
上
に
書
し
て
田
字
を
作
せ
ば

ゆ
。（『
醫
心
方
』

二
五
・
治
小
兒
夜
啼
方
第
九
二
）

『
集

方
』。
空
井
の
中
の
草
を
取
り
て

上
に
懸
く
。
母
を

し
て
知
ら
し
む
る
勿
れ
。（『
醫
心
方
』

二
五
・
治
小
兒
夜
啼

方
第
九
二
）

こ
こ
に
は
『
龍
門
方
（
佚
書
、
未
詳
）』
の
鏡
や
呪

を
用
い
た

治
療
、
或
い
は
『
集

方�18
）』

の
枯
れ
た
井

の
中
に
生
え
て
い
る

草
を
用
い
た
治
療
が
見
え
る
。

覺
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
病
因
と

し
て
の
鬼
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
の
鏡
の
役

に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
考
え
た
い
。

以
上
、

で
は
あ
る
が
、「
驚
」
を
症

と
す
る

病
の
病

因
と
そ
の
呪

系
治
療
を

し
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
記

を
踏
ま
え
て
『
萬
畢
』
の

記

の

味
を
考
え
て
い
く
こ
と

に
す
る
。三

「
驚
」
の
豫
防

こ
こ
ま
で
の
考
證
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
症

と
し
て
の
「
驚
」

に
關
す
る
事

を
こ
こ
で
整
理
し
て
お
こ
う
。

「
驚
」
と
は
失
神
や
ひ
き
つ
け
、
痙
攣
な
ど
の
症

を
あ
ら
わ

す
言
葉
で
あ
り
、

に
癲
癇
や
支

・
客

な
ど
と
名
附
け
ら
れ
る

病
氣
の
ほ
か
、
驚
啼
・
夜
啼
な
ど
と
も
關

づ
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
症

は
呪

系
醫
療
に
お
い
て
は
、
鬼
に
病
因
が
あ

る
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
「
驚
」
は

に
夜

に
發
症
す
る
こ
と

か
ら
、
鬼
は
「
夭
鳥
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る�19
）。
以
上
が

「
驚
」
を
發
症
す
る
病
氣
と
病
因
の

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

治
療
に
つ
い
て
は
、『
五
十
二
病
方
』
で
は
「
呪
」
に
よ
る
回
復

が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
（

國
末
か
ら

期
）
に
お
い
て
は
、「
驚
」
と
い
う
症

に
對
し
て
經

醫

學
は
未
だ
確
實
な
對
處
法
を
見
出
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。

七
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さ
ら
に
『
醫
心
方
』
を
紐
解
く
と
、

々
な
材
料
を
用
い
た
藥
の

外
に
、
鏡
や
呪

を
用
い
た
呪

系
治
療
も
存
し
た
。
こ
の
よ
う

な
確
實
な
治
療
法
を
も
た
な
い
病
氣
に
對
し
て
は
、
必
然

に
か

か
ら
な
い
豫
防
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
基
本

報
を
も
と
に
、
以
下
『
萬
畢
』
に
見
え
る
豫

防
の
用
例
を
見
て
い
く
。

ま
ず
は
「
驚
」
の
用
例
で
あ
る
。

劍
を

き
て

に
倚
れ
ば
、
兒

夜
に
驚
せ
ず
。（

劍
倚

、

兒
不
夜
驚�20
）。）（『
萬
畢
』
八
〇
）

こ
こ
に
は
「
驚
」
の
ほ
か
に
「
夜
」
の
語
も
見
ら
れ
、
鬼
の

入
を
防
ぐ
た
め
に

い
た
劍
を

口
に
立
て
か
け
る
と
考
え
て
大

あ
る
ま
い
。
鬼
が

口
か
ら

入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

本
稿
の

頭
で
示
し
た
『
淮
南
子
』『
風
俗

義
』
や
、
二

で

示
し
た
『
五
十
二
病
方
』
の
「
支

」
に
等
し
い
。『
五
十
二
病
方
』

に
は
「
桃
の
東
の
枳えだ
を
取
り
、
中
よ
り
別
ち
、
■
の

を
爲
り
、

而
し
て
門
の

の
上
に
笄
す
る
こ
と
各
お
の
﹇
一
﹈」
と
あ
っ
て
、

東
に
向
い
た
桃
の
枝
で
作
っ
た
人
形
を
門
の
上
に
懸
け
て
い
た
。

破

の
效
果
を
持
つ
桃
を
素
材
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ

が
目
指
す

は

口
に
立
て
ら
れ
た

き
身
の
劍
に
等
し
い
。
し

か
も
、

け
る
對

が
小
兒
の
「
驚
」
の
症

を
も
た
ら
す
鬼
で

「
支

」
に

似
す
る
。

『
萬
畢
』
で
「
驚
」
字
が
出
現
す
る
の
は
右
の
一
條
の
み
で
あ

る
。
以
下
、
關

す
る
と
思
わ
れ
る
用
例
を

に
提
示
し
て

い
こ
う
。

ま
ず
病
因
と
さ
れ
る
梟
の
用
例
で
あ
る
。

甑
瓦
は
梟
の
鳴
く
を
止
め
し
む
。〔

〕
破
れ
し
甑
瓦
を
取

り
て
、
向
ひ
て
之
に
抵あ
つ
れ
ば

ち
自
ず
か
ら
止
む
。
物
の

相
其
の
性
に

る
の
み
。（
甑
瓦
止
梟
鳴�21
）。〔

〕
取
破
甑
瓦
、

向
抵
之

自
止
。
物
相

其
性
耳�22
）。）（『
萬
畢
』
四
四
）

い
拂
う
の
で
は
な
く
鳴
き
止
ま
せ
る
の
が
目

と
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
夭
鳥
は
鳴
く
こ
と
に
よ
っ
て
發
病
さ
せ
る
と
い
う

考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

い
拂
わ
ず
と

も
、
鳴
か
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
十
分
に
豫
防
は
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
本

で
は
甑
瓦
で
あ
っ
た
も
の
が
、

で
は
破
甑
瓦
と
な
っ

て
い
る
の
も

す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
理
由
は
未
詳
で
あ

る
。

八
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は
病
因
と
し
て
の
夜
鳴
く
鳥
の
對
極
に
あ
る
と
言
え
る

を

げ
る

の
用
例
で
あ
る
。

孤
桃
の
枝
の

は
雞
を
し
て

夜

鳴
か
し
む
。〔

〕
狐
桃

の
南
北
に
行
き
し
枝
の
長
さ
三
尺
を
取
り
、
折
り
て
以
て

と
爲
し
、
塗
る
に
三

の
雄
雞
の
血
を
以
て
し
、
夜
棲
下
に

居
け
ば
則
ち
鳴
く
。（
孤
桃
枝
之

、
令
雞
夜
鳴�23
）。〔

〕
取
孤

桃
南
北
行
枝
長
三
尺
、
折
以
爲

、
塗
以
三

雄
雞
血
、
夜
居

棲
下
則
鳴�24
）。）（『
萬
畢
』
四
八
）

と
し
て
桃
の
札
が
使
わ
れ
て
い
る
點
で
破

の
效
果
が
期

待
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

が
夜
鳴
く
こ
と
を
不
吉
と

す
る
用
例
は
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
破

の
效
果
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
桃
の
札
を

用
す
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
て
、
夜
に

を
鳴
か

せ
る
こ
と
の

味
だ
が
、
た
と
え
ば
『
古
今

』

四
に
「

は

一
名
燭
夜
」
と
あ
り
、『
荆
楚

時
記
』
正

に
『
易
緯

卦

』
を
引
い
て
「
雞
は
陽
鳥
な
り
」
と
あ
り
、『
風
俗

義
』

八
祀
典
・
雄
雞
に
「
鬼
神
を
祀
る
に
は
皆
雄
雞
を
以
て
す
」「
雞

は

と
し
て
死
を
禦
ぎ

を
辟
く
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

は
夜
の

闇
を
照
ら
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

に

鳴
を

の
到
來
と
考
え
れ
ば
、

制

に

を
到
來
さ
せ
、
夜
鳴

く
鳥
（
鬼
）
を
封
じ
よ
う
と
す
る
呪

行
爲
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
桃
札
に
三

の

の
血
を
塗
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
葛
氏
方
』
の
卒
死
の
治
療
に
も
「
雄

の
冠
の
血
を
取
り
、
兒

の
口
の
上
に
臨
み
て
、

き
て
血
を
し
て
出
だ
さ
し
め
、
兒
の
口

に
瀝
ら
し
て
喉
に
入
る
れ
ば
、
便
ち
活
く
。」（『
醫
心
方
』

二
五
・

治
卒
死
方
第
九
七
）
な
ど
と
あ
り
、

じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
桃

札
が
桃
の
木
の
南
か
ら
北
へ
の
び
る
枝
で
作
っ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
、
そ
の
長
さ
が
三
尺
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
等
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
用
例
は
、
一
つ
目
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

り
二

つ
も
と
も
に
病
氣
豫
防
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

に
補
足
と
し
て
、

邊
の
用
例
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
お
き
た

い
。第

一
に
、
治
療
の
際
、

が
關
係
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
點
。
す
な
わ
ち
、

が
持
つ
呪
力
に
よ
っ
て
、
鬼
を

け
る

と
い
う
治
療
で
あ
る
。

銅
甕

雷
鳴
す
。〔

〕
沸
湯
を
取
り
て
銅
の
瓶
甕
の
中
に

九
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け
、
塞
ぐ
こ
と
堅
密
に
し
、
之
を
井
中
に
い
る
。
則
ち
雷
鳴

數
十
里
に
聞
ゆ
。（
銅
甕
雷
鳴�25
）。〔

〕
取
沸
湯

銅
甕
中
、
塞

堅
密
、

之
井
中
、
則
雷
鳴
聞
數
十
里�26
）。）（『
萬
畢
』
三
）

熱
せ
ら
れ
て

部
の
空
氣
が
膨
張
し
た
銅
製
の
カ
メ
が

激
に

冷
や
さ
れ
る
こ
と
で
へ
こ
む
際
に

が
鳴
る
こ
と
を
言
い
、
そ
れ

が
雷
の

の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
な
ら
科
學
系
と
も

言
え
る
が
、
問
題
は
何
の
た
め
に
擬
似
雷
鳴
を
お
こ
す
の
か
と
い

う
點
に
あ
る
。
た
と
え
ば

な
ど
の
猛

を
威
嚇
し

ざ
け
る
こ

と
が
一
つ
考
え
ら
れ
る
。『
萬
畢
』
に
は
、
同

に

を

ざ
け

る
も
の
と
し
て
「
角
を

き
て
山
に
入
れ
ば
、

豹
自
ら

ざ

く
」（
三
八
）、

の
接

を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
「

嘯
け
ば

則
ち
谷
風
生
ず�27
）」（

七
七
）
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
大

き
な

に
よ
る
破

を
目

と
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
考
え
る
。

に
お
い
て
、
そ
の

を
川
や
湖
で
は
な
く
井

の

中
で
出
す
と
い
う
點
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

が
反

す
る
筒

の
井
�28
）は
村
落
の
共
同
使
用
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き�29
）、

に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
村
落
共
同
體
に
お
け
る

の
呪
力
に
よ
る

氣
拂
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
病
を
も
た
ら
す
も
の

は
井

か
ら

入
す
る
と
い
う
例
も
あ
り�30
）、

の
呪
力
に
よ
る
疫

鬼
の

入
を
防
ぐ
と
い
う
見
方
も

立
す
る
。

の
呪
力
に
つ
い

て
は
改
め
て

討
す
る
豫
定
だ
が
、
た
と
え
ば
日
蝕
の
際
に
太
鼓

を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
は
『
春
秋
公
羊
傳
』
の
莊
公
二
五
年
に
見
え

る
し
、
ま
た
巫
が

禱
を
行
う
際
、
或
い
は

を
行
う
際
な
ど

に
、
必
ず

を

う
こ
と
は

知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

を
鳴
ら

す
技
法
の

の
背
景
に
、
こ
う
い
っ
た

が
あ
り
、
そ
れ
が

共
同
體
に
お
け
る
病
氣
豫
防
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
い
っ
た
發
想
が
可
能
か
ど
う
か
も
今
後
の
課
題
に
な
る
。

こ
れ
に

す
る
と
思
わ
れ
る
用
例
を
も
う
一
つ

げ
て
お
き
た

い
。

牛
膽
は
釜
を
鳴
ら
す
。〔

〕
牛
膽
を
取
り
て
以
て
熱
釜
に

塗
れ
ば
、

ち
自
ず
か
ら
鳴
る
。（
牛
膽
鳴
釜�31
）。〔

〕
取
牛

膽
以
塗
熱
釜
、

自
鳴
矣�32
）。）（『
萬
畢
』
四
〇
）

本
條
も
釜
が
ひ
と
り
で
に
鳴
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
效
果
が
不

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
奇

め
い
た
方

系
と

も
と
れ
る
が
、

謂
釜
鳴
と
の
關

も
想

さ
れ�33
）、

そ
の
も
の

に

味
が
あ
る
と
も
解
釋
で
き
る
。
そ
の
場
合
、

の
呪
力
に
よ

一
〇

呪

系
豫
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っ
て
、
厄
災
を
も
た
ら
す
鬼
を

い
拂
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

第
二
に
病
因
が
鬼
で
あ
る
な
ら
ば
、

の
用
例
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

墓
の
黍きび
を
取
り
て
、
兒
に
啖くら
は
せ
ば
、
母
を
思
は
ず
。

〔

〕
新

の

の
祠
の
黍
を
取
り
て
、
用
て
兒
に
啖くら
は
せ

ば
、
則
ち
母
を
思
は
ざ
る
な
り
。（
取

墓
黍
、
啖
兒
不
思
母�34
）。

〔

〕
取
新

祠
黍
用
啖
兒
、
則
不
思
母
也�35
）。）（『
萬
畢
』
一
〇
）

に
言
う
新
し
い
墓
は
恐
ら
く
子
供
の
母
親
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
こ
れ
は
子
供
に
死
ん
だ
母
親
の
こ
と
を
思
わ
な
く
さ
せ

る
と
い
う
心
を
操
作
す
る
呪

だ
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

す
る
必

が
あ
る
の
か
。
詳
細
は
改
め
て
考
え
る
豫
定
だ
が
、
こ

の
場
合
、
母
が
疫
鬼
に
な
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
と
考
え
る
の
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
と
同
質
の
も
の
を
一
つ
あ
げ
て
お
こ
う
。

の
土
は
故

を
思
は
ず
。〔

〕

の

の
三
寸
方

寸

を
取
り
て
、
中
の
土
を
取
り
て
之
を
持
て
ば
、

く
に
出
づ

る
も
、
人
を
し
て
故

を
思
は
ざ
ら
し
む
。（

之
土
不
思
故

�36
）。〔

〕
取

三
寸
方

寸
、
取
中
土
持
之
、

出
令
人
不

思
故
�37
）。）（『

萬
畢
』
六
）

こ
れ
は

の
土
を
持
た
せ
て
お
け
ば
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
な
ら
な

い
と
い
う
、
こ
れ
も
心
を
操
作
す
る
呪

で
あ
る
。
嫁
ぐ
娘
や
出

征
す
る
兵
士
に
持
た
せ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
一
般

か
と
も
思

わ
れ
る
が
、
出
征
す
る
兵
士
の
場
合
、

死
す
る
こ
と
も
想
定

で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
解
釋
も
可
能
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
可
能
性
と
し
て

死
し
た
場
合

に
疫
鬼
と
な
る
こ
と
を
豫
防
す
る
と
い
う
考
え
方
も

立
す
る
。

と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
『
淮
南
子
』

林
訓
「
兵
死
の
鬼
は
神

巫
を

む
」
の
高
誘

に
「
兵
死
の
鬼
は
善
く
病
を
人
に
行
ふ
も
、

巫

能
く

劾
し
て
之
を

す
」
と
あ
り
、『
論
衡
』
死

に

「
彊
死

は
能
く
鬼
と
爲
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祀
ら
れ
る
こ
と

の
な
い

地
で
死
ん
だ
兵
士
は
必
ず
鬼
と
な
っ
て
病
氣
や
厄
災
を

も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

後
に
鬼
を

け
る
と
い
う
點
で
、『
萬
畢
』
の
中
に
後
に

時
記
に
組
み

ま
れ
た
用
例
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
あ
げ
て
お
こ

う
。

一
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石
を
四
隅
に
埋
む
れ
ば
、
家
に
鬼
な
し
。〔

〕
圓
石
を
四

隅
に
埋
め
、
桃
弧
七
枚
を

ゆ
れ
ば
、
則
ち
鬼

の

な
し
。

獨
り
今
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。（
埋
石
四
隅
、
家
無
鬼�38
）。〔

〕

埋
圓
石
於
四
隅
、

桃
弧
七
枚
、
則
無
鬼

之

。
非
獨
今

也�39
）。）（『
萬
畢
』
五
）

本

で
は
「
鬼
な
し
」
と
言
う
の
み
で
あ
る
が
、
病
氣
或
は
厄

災
を
豫
防
す
る
行
爲
と
し
て
こ
の
呪

が
あ
っ
た
こ
と
は

白
で

あ
る
。
た
だ
し
、
後
に
こ
の

は
『
荆
楚

時
記
』
に
お
い
て
は

十
二

暮
日
の
行
事
と
し
て
「
宅
の
四
角
を
掘
り
、
各
お
の
一
大

石
を
埋
め
鎭
宅
と
爲
す
」
と
語
ら
れ
、
さ
ら
に
『
玉
燭
寶
典
』

『

時
廣
記
』
に
も

承
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本

で
取
り
上
げ
た
『
萬
畢
』
の
用
例
を
總
合

に
見

た
時
、
以
下
の
點
に
氣
附
く
。
ま
ず
第
一
に
巫
或
い
は
巫
醫
の
存

在
が
見
え
て
こ
な
い
點
、
換
言
す
れ
ば
一
般
人
で
も
可
能
な

が

記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
こ
れ
は
豫
防
に
求
め
ら
れ
る

が
い
ず
れ
も
容
易
く
入
手
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
特

定
の
呪

な
ど
の
知
識
も
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
因
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。『
五
十
二
病
方
』
や
『
醫
心
方
』
が
引
く

書
の

治
療
が
巫
な
い
し
巫
醫
の
知
識
を
必

と
し
て
い
た
の
と
は
一
線

を
畫
す
る
。
そ
も
そ
も
豫
防
と
は
醫
師
の
直
接

介
入
を
必

と

し
な
い
行
爲
で
あ
る
し
、
こ
こ
か
ら
『
萬
畢
』
の
書
物
と
し
て
の

性
格
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
第
二
に
呪

系
の
病

氣
豫
防
と
病
氣
治
療
と
で
用
い
ら
れ
る
藥

や

の

似
性
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

々
な
植
物
や
動
物
、
弓
・
劍
・

の
土
は
も
と
よ
り
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
鏡
に
關

す
る
記

も
『
萬
畢
』
に
は
存
す
る�40
）。

こ
れ
ら
の
點
に
つ
い
て
は
、
今
後
改
め
て
個
別
に

證
し
て
い

き
た
い
。お

わ
り
に

本
稿
で
は
小
兒
に
「
驚
」
と
い
う
症

を
も
た
ら
す
病
氣
に
つ

い
て
、
そ
の
病
因
・
治
療
を
整
理
し
た
上
で
、『
萬
畢
』
に
見
え

る
豫
防
の
用
例
、

び
そ
れ
に
多
少
な
り
と
も
結
び
つ
き
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
用
例
を

討
し
た
。
記

の
眞

を
取
り

か
っ
た

用
例
、
或
い
は

な
る
禁
忌
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、

實
は
特
定
の
病
氣
豫
防
の
た
め
の
醫
療
行
爲
と
し
て

定
し
得
る

一
二
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可
能
性
を
提
示
し
た
。
本
稿
の
み
で
結
論
を
出
す
の
は

し
い
が
、

多

な

容
を
持
つ
『
萬
畢
』
の
一
面
は
示
せ
た
と
考
え
る
。

後
に
一
言
附
し
て
お
く
と
、
本

究
は
楠
山
春
樹
氏
に
よ
っ

て
「
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
同

相
感
の
理
に
も
と
づ
く

一
種
の
呪

で
あ
る
」「
そ
れ
は
、
特
別
な
修
業
を
積
ん
だ
り
、

特
殊
な
生
活
環
境
の
中
に
あ
る
方
士
の
行
う

と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
日
常
生
活
に
も
密
着
し
て
民

に
行
わ
れ
て
い
た
お
ま
じ

な
い
の

で
あ
る�41
）」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
『
萬
畢
』
を
、
よ
り

體

に
立
證
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
稿
の
呪

系
醫
療
行
爲
の

究
に
始
ま
り
、
本
稿
で
も
少
し
く
言

し
た

「
心
を
操
作
す
る
呪

」「

の
呪
力
」
の
他
、「
生
活
の
た
め
の

知
惠
」「

の
思
想
」
等
、

ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
は
多
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を

し
た
時
、
拙
稿
「
淮
南

王
國
の
八
十
年�42
）」

び
「
劉
安
登
仙
傳

の

立
と
傳
播�43
）」

で
言

し
た
劉
安
登
仙
傳

の
傳
播
を
可
能
に
し
た

背
景
の
理

解
、

び
『
淮
南
子
』
の
隨

に
見
ら
れ
る
同
質
の

背
景

に
基
づ
く
言

の
眞
正
理
解
に
至
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
參
照

（

に
提
示
し
た
も
の
を
除
く
）

・
赤
堀

昭
「
武
威

代
醫

に
つ
い
て
」（『
東
方
學
報
』
五
〇
、
一

九
七
八
）

・
王

榮
『
荆
楚

時
記
校

』（

津
出
版
社
、
一
九
八
八
）

・
大
形

徹
「『
神
農
本
草
經
』
に
み
え
る
「
鬼
」
に
つ
い
て
」（『
人

學
論
集
』
一
一
、
一
九
九
三
）

・
大
形

徹
「「
鬼
」
系
の
病
因
論
｜
新
出
土

料
を
中
心
と
し
て
」

（『
大

府
立
大
學
紀

（
人

・
社
會
科
學
）』
四
三
、
一
九
九
五
）

・
大
形

徹
「「
氣
」
系
の
病
因
論
｜
張
家
山

を
中
心
と
し
て
」

（『
人

學
論
集
』
一
三
、
一
九
九
五
）

・
大
形

徹
「
疫
鬼
に
つ
い
て
｜

氏
の
三
子
を
中
心
に
し
て
」

（『
人

學
論
集
』
一
六
、
一
九
九
八
）

・
甘

省
博
物

・
武
威
縣

『
武
威

代
醫

』（

物
出
版

社
、
一
九
七
五
）

・
高
國
藩
『
中
國
巫

史
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
五
）

・
小
曾

洋
『
中
國
醫
學
古
典
と
日
本
｜
書
誌
と
傳
承
｜
』（
塙
書

、

一
九
九
六
）

・
小
南
一

「

代
の

靈

念
」（『
東
方
學
報
』
六
六
、
一
九
九

四
）

・
小
南
一

「
桃
の
傳

」（『
東
方
學
報
』
七
二
、
二
〇
〇
〇
）

・
朱
新
林
「�
淮
南
萬
畢

�
考
論
」（『
管
子
學
刊
』
二
〇
一
三
�二
）

・
中
村

喬
『
中
國
の
年
中
行
事
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
）

・
中
村

喬
『
中
國

時
記
の

究
』（

友
書
店
、
一
九
九
三
）
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・
中
村
裕
一
『
中
國
古
代
の
年
中
行
事
｜
春
・
夏
・
秋
・

』（

古

書
院
、
二
〇
〇
九
〜
二
〇
一
一
）

・
廣
瀨
薫
雄
・
名
和

光
（
譯
）「『
五
十
二
病
方
』
の
新
た
な
整
理
と

究
」（『
中
國
出
土

料

究
』
一
七
、
二
〇
一
三
）

※
本
稿
は
九
州
中
國
學
會
平

二
九
年
度
大
會
（
於
佐
賀
大
學
）
で
の

口
頭
發
表
「
中
國
古
代
呪

系
醫
療
の
一
端
｜
「
驚
」
の
豫
防
を
中

心
に
｜
」
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
本

究
は
科
學

究
費
助

事
業
（
基
盤

究
（
Ｃ
）
課
題
番
號
１

５
Ｋ
０
２
０
３
３
）
に
よ
る

果
の
一
部
で
あ
る
。

註�１
）
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
三
十
年
に
「
或
る
も
の
宋
の
大
廟
に

ぶ
。「
喜
喜
出
出
」
と
曰
ふ
。
鳥

社
に
鳴
く
。「
喜
喜
」
と
曰

ふ
が
ご
と
し
。
甲
午
、
宋

大
災
あ
り
。
宋
の
伯

卒
す
。」
と

あ
る
。

�２
）
『

禮
』
秋
官
・
庭
氏
に
「
國
中
の
夭
鳥
を
射
る
こ
と
を
掌
る
。

若
し
其
の
鳥

を
見
ざ
れ
ば
、
則
ち
日
を
救
ふ
の
弓
と

を
救
ふ

の
矢
と
を
以
て
、
之
を
射
る
。
若
し
神
な
れ
ば
、
則
ち
大
陰
の
弓

と
枉
矢
と
を
以
て
、
之
を
射
る
。」
と
あ
り
、
鄭
玄

に
「
鳥

を
見
ず
と
は
、
夜
來
り
て
鳴
呼
し
て
怪
を
爲
す

を
謂
ふ
。

は

狐
狼
の
屬
。
鄭
司
農
云
ふ
「
日
を
救
ふ
の
弓
・

を
救
ふ
の
矢
と

は
、
日

の

に
作
り
し

の
弓
矢
を
謂
ふ
」
と
。
玄
謂
ふ
、
日

の

は
、
陰
陽
相

つ
の
變
な
り
。
日

に
於
て
は
則
ち
大
陰

を
射
、

に
は
則
ち
大
陽
を
射
る
か
。
神
と
は
、
鳥

の
聲
に

非
ず
し
て
、
或
は
宋
の
大
廟
に
喜
喜
出
出
と

ぶ

の
ご
と
き
を

謂
ふ
。」
と
あ
る
。

�３
）
『

禮
』
秋
官
・
折
石

族
氏
に
「
夭
鳥
の
巢
を

す
を
掌
る
。
方

を
以
て
十
日
の
號
・
十
有
二
辰
の
號
・
十
有
二

の
號
・
十
有
二

の
號
・
二
十
有
八
星
の
號
を
書
し
て
、
其
の
巢
の
上
に
縣
け
、

則
ち
之
を
去
ら
し
む
。」
と
あ
る
。

�４
）

山
田
慶
兒
『
夜
鳴
く
鳥
｜
醫
學
・
呪

・
傳

｜
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
〇
）。

�5
）

紙
幅
の

合
上
、
多
く
は
語
れ
な
い
が
、『
淮
南
萬
畢

』
は

國
か
ら

に
至
る
民

レ
ベ
ル
に
お
け
る
醫
學
・
藥
學
・
博

物
學
・
傳
承
・
禁
忌
・
呪

、
さ
ら
に
日
常
生
活
に
關
す
る
知
惠

の
集
積
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
淮
南
萬
畢

』

譯

（
一
〜
七
）」（『
東
洋
古
典
學

究
』
三
四
〜
四
〇
、
二
〇

一
二
〜
二
〇
一
五
）、「『
淮
南
萬
畢

』
拾

（
一
〜
四
）」（『
東

洋
古
典
學

究
』
四
一
〜
四
四
、
二
〇
一
六
〜
二
〇
一
七
）、

び
「『
淮
南
萬
畢

』

究
序

」（『
東
洋
古
典
學

究
』
四
〇
、

二
〇
一
五
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
な
お
本
稿
で
引
用
す
る
『
淮
南

萬
畢

』
に
は
葉
德
輝
本
の

し
番
號
を
附
し
た
。

�６
）

癲
癇
と
病
因
と
し
て
の
鬼
神
に
つ
い
て
は
山
田
慶
兒
氏
が
『
中

國
醫
學
の

源
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）
の
第
４

「

の
臨
床
醫
學
書
」
に
お
い
て
『
五
十
二
病
方
』
を
材
料
と
し
つ
つ
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種
々
言

し
て
お
ら
れ
る
。

�７
）

本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
馬
王
堆

墓
帛
書
整
理
小
組

『
馬
王
堆

墓
帛
書
（
肆
）』（

物
出
版
社
、
一
九
八
五
）
を
使

用
し
、
そ
の
他
の

を
參
照
し
た
。

�８
）

本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
國
寶

井
家
本
醫
心
方
』（
オ

リ
エ
ン
ト
出
版
、
一
九
九
一
）
を
使
用
し
、
そ
の
他
の

を
參

照
し
た
。

�９
）

た
と
え
ば
『
醫
心
方
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
『
如

方
』『
靈

奇
方
』『
得
富
貴
方
』『
枕
中
方
』
な
ど
は
『
萬
畢
』
と
の

似
性

が
高
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

�５
）

出
の
拙
稿
「『
淮
南

萬
畢

』
拾

」
に
ま
と
め
て

載
し
て
い
る
。

�10
）

た
だ
し
現
行
本
が
存
す
る
『
巢
氏

病
源
候
總
論
』『
備

千

金

方
』
に
つ
い
て
は
、『
四
庫

書
』
本
も
參
照
し
た
。

�11
）

�５
）

出
論

。

�12
）
『
四
庫

書
』
本
に
よ
り
『
醫
心
方
』
の
「
目

」
を
「
目
睛
」

に
、
ま
た
「
挾
」
を
「

」
に
改
め
た
。
な
お
「
目
睛
」
は
『
醫

心
方
』
に
も
「

」
の

に
「
睛
」
と
修
正
が
入
っ
て
い
る
。

�13
）

佚
書
。『
隋
書
』
經

志
・
子
・
五
行
に
「『
產
經
』
一

」
と

あ
る
。
ま
た
『
日
本
國
見
在
書
目

』
醫
方
家
に
「
德
貞
常
撰

『
產
經
』
十
二

」
と
あ
る
。

�14
）
『
四
庫

書
』
本
に
よ
り
『
醫
心
方
』
の
「
魃
」
を
「
支

」
に

改
め
た
。
以
下
同
じ
。

�15
）
『
四
庫

書
』
本
『
備

千
金

方
』
に
よ
り
、「
麁
」
を

「

」
に
、「
異
氣
」
を
「
暴
氣
」
に
改
め
た
。

�16
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
坂
出
祥
伸
氏
の
「
馬
王
堆

墓
出
土

「
五
十
二
病
方
」
に
お
け
る
呪

醫
療
の
一
側
面
｜
「
禹

」

「
唾
」「
噴
」
に
よ
る
治
療
の

味
｜
」（『
東
方
宗
敎
』
一
〇
六
、

二
〇
〇
五
、
後
に
坂
出
祥
伸
『

家
・

敎
の
思
想
と
そ
の
方

の

究
』

古
書
院
、
二
〇
〇
九
）
が
詳
し
い
。

�17
）

小
曾

洋
・
長
谷
部
英
一
・
町
泉
壽

『
馬
王
堆
出
土

譯

叢
書

五
十
二
病
方
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
七
）
は
『
神
農
本

草
經
』

下
に
見
え
る
「
雷
丸
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

�18
）

佚
書
。『
隋
書
』
經

志
・
子
・
醫
方
に
「『

大
夫
集

方
』

十
二

」
と
あ
る
。
ま
た
『
日
本
國
見
在
書
目

』
醫
方
家
に

「『
集

方
』
十
二

垣
撰
」「『
集

』
十
二

大
夫

撰
」
と
あ
る
。

�19
）

た
と
え
ば
『
荆
楚

時
記
』
が
引
く
「
姑
獲
（『
太
平
御

』

一
九
・
時
令
・
春
中

引
）」
や
「
鬼
車
鳥
（『
太
平
御

』

九
二
七
・
異
鳥
・
鬼
車

引
）」
の
用
例
な
ど
も
あ
る
が
、

代

の
病
因
論
で
こ
れ
を
直
接
引
く
も
の
は
未
見
。

�20
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
三
百
四
十
四
。

七
百
三
十
六

引
、
無
夜
字
、

作
門
。『
事

賦
』
劍
部
引
作
、

劍
倚

、

兒
夜
不
驚
。」
と
あ
る
。

�21
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
七
百
三
十
六
。

九
百
二
十
七
。

慧
琳
『
一
切
經

義
』
四
十
二
引

。」
と
あ
る
。

�22
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
九
百
二
十
七
。

七
百
三
十
六
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引
作
、
取
甑
底
抵
之
則
止
。『
北

』
一
引
云
、
甑
瓦
止
梟
鳴
、

取
破
甑
向
梟
抵
之
、

自
止
也
。」
と
あ
る
。

�23
）

葉
德
輝

に
「『
藝

聚
』
八
十
六
。『
太
平
御

』
九
百
十

八
引
、

作

。

亦
有

。」
と
あ
る
。

�24
）

葉
德
輝

に
「『
藝

聚
』
二
十
八
。」
と
あ
る
。

�25
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
七
百
五
十
八
。

七
百
三
十
六

同
。」
と
あ
る
。

�26
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
七
百
五
十
八
。

七
百
三
十
六

引
作
、
取
沸
湯
置
甕
中
、
流
（
鮑
本
作
沈
。
茲
據

刻
。）
之
井

裏
、
則
鳴
數
十
里
。」
と
あ
る
。

�27
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
谷
風
を
東
風
（
春
風
）
と
も
解
釋
で
き
、

そ
こ
か
ら
豐
作

願
の
占
い
・
願
掛
け
と
い
っ
た
占
候
系
と
も
解

釋
で
き
る
。

�28
）

筒

の
井

の
方
が

が
反

し
て
大
き
く
な
る
點
に
つ
い
て

は
、
眞
柳

氏
か
ら
指
摘
を
受
け
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。

�29
）

共
同
利
用
と
し
て
の
井

を
想

さ
せ
る
用
例
は
『
萬
畢
』

（
一
二
）
に
「
三
家
井
」、（
五
一
）
に
「
三
家
不

井
」
と
い
う

形
で
見
え
る
。

�30
）

た
と
え
ば
傷

病
の
用
例
で
は
あ
る
が
、『
靈
奇
方
』（『
醫
心

方
』

一
四
・

傷

病
方
）
に
「
正

未
日
。
夜

蘆
炬
の
火

を
以
て
、
井

び
厠
・
臼
の
中
を
照
ら
せ
ば
、
百
鬼
走
げ
て
入
ら

ず
。」
と
あ
り
、
疫
鬼
の

入
經
路
に
井

・
厠
・
臼
な
ど
が

げ
ら
れ
、
井

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
「
正

旦
、
若
し
く
は
十
五

日
。

子
・
小
豆
各
お
の
二
七
枚
を
投
じ
て
、
井
中
に
入
る
。
一

年
の

病
を

く
。」
と
も
あ
る
。

�31
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
七
百
五
十
七
。」
と
あ
る
。

�32
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
七
百
五
十
七
。

七
百
三
十
六
。

八
百
九
十
九
。」
と
あ
る
。

�33
）

釜
鳴
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
聰
「
釜
鳴
を
め
ぐ
る
怪
異

の
展

開
と
そ
の
社
會
受
容
」（『
大

府
立
大
學
人

學
會

人

學
論

集
』
三
五
、
二
〇
一
七
）
を
參
照
し
た
。

�34
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
八
百
五
十
。」
と
あ
る
。

�35
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
八
百
五
十
。

七
百
三
十
六
引

作
、
取
家
祠
黍
以
啖
兒
、
兒
不
思
母
。
疑
是
一
條
錯
出
。
家

字

形
相

易

。」
と
あ
る
。

�36
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
三
十
七
。」
と
あ
る
。

�37
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
三
十
七
。
按
『
醫
心
方
』
引
如

方
令
人
不
思

云
、

行

土
、
不
思
故

。

本
此
。」

と
あ
る
。

�38
）

葉
德
輝

に
「『
太
平
御

』
五
十
一
。」
と
あ
る
。

�39
）

葉
德
輝

に
「
杜
臺
卿
『
玉
燭
寶
典
』
十
二

。
按
『
太
平
御

』
五
十
一
引
作
、
取
蒼
石
四
枚

桃
枝
七
枚
、
以
桃
弧
射
之
。

乃
取
堅
埋
弓
矢
四
隅
、
故
無
鬼

。

三
十
三
引
作
、

暮
臘
、

埋
圓
石
于
宅
隅
、

以
桃
弧
七
枚
、
則
無
鬼
疫
。『

時
廣
記
』

三
十
九
引
云
、
臘
日
埋
圓
石
于
宅
隅
、

以
桃
弧
七
枚
、
則
無
鬼

疫
。『
寶
典
』

引
稍
有

。」
と
あ
る
。
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�40
）
『
萬
畢
』（
一
三
）
に
「
高
く
大
鏡
を
懸
く
れ
ば
、
坐
し
て
四

を
見
る
。〔

〕
大
鏡
を
取
り
て
高
く
懸
け
、
水
盆
を
其
の
下
に

置
け
ば
、
則
ち
四

を
見
る
」
と
あ
る
。

�41
）

楠
山
春
樹
「
淮
南
中

と
淮
南
萬
畢
」（
秋

暎
『

敎
と

宗
敎

』（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
七
）。
後
に
楠
山
春
樹
『

家
思
想
と

敎
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
二
））

�42
）
『
中
國

究
集
刊
』
二
五
、
一
九
九
九
。

�43
）
『
中
國

究
集
刊
』
四
六
、
二
〇
〇
八
。

執

筆

紹

介

有
馬

卓
也

廣
島
大
學
大
學
院

學

究
科
敎
授

加

千
惠

立
敎
大
學
現
代
心
理
學
部
敎
授

金

志
玄

ソ
ウ
ル
大
學
校
人

大
學
副
敎
授

賴

思

東
京
大
學
大
學
院
博
士
課

森

由
利
亜

早
稻
田
大
學

學
學

院
敎
授

中
村

未
來

福
岡
大
學
人

學
部
專
任

師

坂

榮
夫

岐
阜
大
學
敎
育
學
部
敎
授

佐
々
木

聰

日
本
學

振
興
會
特
別

究
員
Ｐ
Ｄ

坂
出

祥
伸

關
西
大
學
名
譽
敎
授

廣
瀨

直
記

早
稻
田
大
學
非
常

師

山
田

俊

熊
本
縣
立
大
學

學
部
敎
授
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